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【目的】1955年春から夏にかけて西日本を中心に発生した「森永ひ素ミルク中毒」被害者の、20歳

代後半から約 20年間の予後および死因別死亡リスクを明らかにする。 

 

【方法】(財)ひかり協会に対して救済事業を希望する生存被害者のうち、事件当時２歳以下であった

5064人（男 3133人、女 1931人）を調査対象とし、1982年４月１日から 2004年末日まで観察した（前

向きコホート研究）。死亡事実は、協会の救済活動を通じて行われる被害者との定期連絡により把握

し、死因は、遺族から提出された死亡診断書の写しによった。大阪府一般住民の死因別死亡率から算

出される実測死亡数（Ｅ）と期待死亡数（Ｏ）との比（Ｏ／Ｅ）を求め、調査対象の死因別死亡リス

クを評価した。 

 

【成績】観察開始時平均年齢は 27.4歳で、平均 22.3年観察し、211人の死亡を把握した。全死因によ

る全観察期間の死亡リスクは、一般住民に比べ男 1.2倍（95％信頼区間（ＣＩ）：1.03－1.43）、女

1.5倍（95％ＣＩ：1.18－1.95）といずれも有意に高かった。全死因のＯ／Ｅ値は、経過年数の増大と

ともに次第に低下し、10年以上経過すると一般住民と有意差がなくなった。 

 観察開始当初に非就労状態であった男性被害者 352人のＯ／Ｅ値は、全死因 3.3、神経系及び感覚

器系 36.7、循環器系 3.7、呼吸器系 5.7、損傷および中毒 3.4と有意に高く、全死亡リスクは 10年を経

 



過しても有意に高かった。一方、就労状態にあった 2732人の全期間の死亡リスクは、一般住民との

間に差を認めなかった。女性の就労者では循環器系のＯ／Ｅ値が 3.6、女性の非就労者では神経系及

び感覚器系の疾患のＯ／Ｅ値が 8.5と、各々有意に高かった。観察開始当初に喫煙していた男性では

肺がんのＯ／Ｅ値が 2.6と有意に高かった（95％ＣＩ：1.10－4.68）。 

 

【結論】森永ひ素ミルク中毒被害者の 20歳代後半から約 20年間の死亡リスクを調べたところ、全体

としては 30歳代後半以後になると、一般住民とほぼ同じ程度にまで低下していた。観察開始当初に

非就労状態にあった男性被害者の死因別のリスクから推定して、この集団には、砒素中毒の後遺症の

程度の高い者が、より多く含まれていたことが示唆された。 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 

（１）事件の経緯  

 

 1955年（昭和 30年）の春から夏にかけて西日本一帯で発生した、いわゆる「森永ひ素ミルク中毒

事件」は、森永乳業徳島工場で生産された粉乳の中に砒素化合物が混入したことによって生じ、被害

児 12131人中、1956年６月９日までに砒素中毒によると認められた死亡者 130人を出すという（厚

生省発表）、大惨事となった１)。同工場で問題の期間（1955年４月 12日～８月 13日）に製造され、

国が回収した 70万缶の粉ミルクのうち、約 46万缶に砒素化合物が混入していたことが当時推定され

た。砒素が検出された粉ミルクの砒素濃度を、当時の国立衛生研究所、大阪、岡山、京都、滋賀の４

府県の衛生研究所および岡山大学医学部法医学教室の６施設で合計 76サンプル測定したところ、30

㎎／㎏前後に最頻値を持つ１㎎／㎏から 60㎎／㎏の分布を示していたことが報じられた。1956年（昭

和 31年）３月 26日に厚生省公衆衛生局長通達により、全国で一斉に被害児の検診が行われたが、そ

の結果は「ほとんど後遺症は心配する必要はない」とされるものであった（西沢委員会）。1959年

 



には同委員会は全員を「治癒」と診断し、親達は子供の健康に不安を抱きつつも、「全快」の診断を

信用せざるを得なかった。 

 当時の被害児が 14歳になった 1968年（昭和 43年）に、大阪大学医学部衛生学教室丸山博教授（当

時）の指導で、保健師・養護教諭らによる訪問調査が行われた。この結果、被害児の中に、中枢神経

系の変化（脳性麻痺、てんかん、精神発達遅延、微細脳障害症候群 等）や砒素中毒に特異的な皮膚

変化（点状白斑、角化症）を示す者が存在することが報告された２）。これに続き、「広島大学・岡

山大学合同検診班」は、1971年に広島県内において、母乳のみまたは他の会社の人工乳で育てられ

た、被害者と同年齢の集団を対照群として設定し、盲検法によって比較を行うという、綿密な疫学調

査を実施した 3)。その結果から同班は、砒素入りミルクを飲用した集団では、対照群に比べて、骨の

発育遅延、視野狭窄、黄斑部変性、脳波異常所見などの有所見を呈する者の割合が高かったと報告し

た 3)。1973年 10月に(現)厚生労働省、「(現)森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会」および森永乳業

株式会社が被害者救済に関する協議を行い、これら三者の合意を基盤に 1974年（昭和 49年）４月に

財団法人ひかり協会が設立された。 

（２）本調査の経緯と目的  

 

 (財)ひかり協会は発足以来一貫して、森永ひ素ミルク被害者の救済に向けた保健・医療面、生活保

障・援助、自立生活促進などの活動を実施している。その中で(財)ひかり協会は１９７９年に、被害

者についての医学的諸問題を研究する体制を確立することを任務とする「医学的研究特別委員会」を

常任理事会の中に設けた。その目的は、被害者の健康被害の全体像、全経過を把握することにあった

が、過去に生じた被害を遡及調査することは事実上困難であった。そこで同委員会は、被害者のその

後の加齢に伴って起こる可能性のある退行性変化等を長期的に検討することを確認し、これにより、

(現)厚生労働省、「森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会」、森永乳業および(財)ひかり協会の協議に

基づいて、被害者の予後と死因を長期的に追跡調査し、各種疾病による死亡リスクを評価する前向き

コホート研究の実施が 1982年（昭和 57年）から開始された。その調査の目的は、得られた知見を被

 



害者の救済事業に役立てるとともに、この事件の医学的教訓を後世に遺すことにあった。 

（３）本調査の成果を発表する目的  

 

 本調査を発表する目的は、上記の経緯で開始されたコホート調査について、被害者が 50歳代を迎

えようとした時点においてその総括を行い、被害者の 20歳代後半から約 20年間の死亡率および死因

を一般集団と比較し、乳幼児期に起きた砒素の集団経口摂取という事件が、青年・中年期にどのよう

な健康影響を及ぼしたかを記録として残すことにある。 

 

 

 

Ⅱ．方  法 

 



 

 1982年４月１日時点での(財)ひかり協会の救済事業の対象者である被害者数は 8114人であった。

この中で、協会と常時連絡の取れる関係にあった被害者は、6398（78.7％）人いた。このうち、事件

の起きた時に満２歳以下であった被害者（1953年以後に生まれた者）が 6223人（97.4％）いた。こ

れらの被害者へは救済事業の一環として、協会は、１年に数回の頻度で電話または訪問による連絡を

取っており、この連絡活動を通じて協会は被害者の生死を把握している。この中で、結婚や就職等を

契機に(財)ひかり協会からの連絡を希望しなくなった被害者が 2004年 12月末日までの間に 1041人

（男性 604人、女性 437人、16.7％）あった。この 1041人に対して(財)ひかり協会が予後を把握する

ことは困難であったことから、これらの被害者を調査対象から除外した。また、2002年 12月末日ま

でに転居等によって連絡が途絶えた 118人（男性 74人、女性 44人、1.9％）も、調査対象から除外し、

残りの 5064人（男性 3133人、女性 1931人）を集計対象とした。 

 (財)ひかり協会は、被害者の死亡事実を把握すると、遺族に対して死亡診断書の写しの提出を依頼

し、弔慰金を支給している。これにより死亡した被害者の死因が把握された。原死因は著者の１人

（Ｈ・Ｔ）が国際疾病分類第９版４)に基づきコード化した。集計時の死因分類は、感染症及び寄生

虫（0010－1398）、悪性新生物（1400－2089、2300－2349）、内分泌、栄養及び代謝ならびに免疫障

害（2400－2799）、精神障害（2900－319）、神経系及び感覚器の疾患（3200－3899）、循環器系の

疾患（390－4599）、呼吸器系の疾患（460－5199）、消化器系の疾患（5200－5799）、筋骨格系及び

結合組織の疾患（7100－7399）、先天異常（7400－7599）、損傷および中毒（Ｅ800－Ｅ999）とした。 

 1982年４月１日を観察開始日とし、死亡年月日または 2004年 12月末日を観察終了日として、対

象者の観察人年を計算した。対象者の性別、５歳年齢階級別、５暦年別観察人年に、対応する一般住

民での死因別死亡率を乗じ、対象者における死因別期待死亡数（Ｅ）を計算した。対象者の多くは西

日本に在住しており、対象者の 50％の住所地が近畿２府４県と岡山県にあったことから、期待死亡

数を計算する際の一般住民での死亡率は、５暦年毎の大阪府の性別、５歳年齢階級別死亡率で代用し

た。ただし、2000年～2004年の大阪府の死亡率には、2000年の死亡率を用いた。実測死亡数（Ｏ）

との比（Ｏ／Ｅ）によって、対象者における死亡リスクを定量した。なお、(財)ひかり協会は調査対

 



象者が受けた砒素化合物の種類と曝露量に関する情報を保有しておらず、また、調査対象者における

これらの情報は現存しないことから、砒素化合物の種類と曝露量を考慮した死亡リスクの評価は実施

できない。 

 (財)ひかり協会は 1982年から 84年にかけて、救済事業を希望する被害者を対象に、記名自記式の

「健康と生活」実態調査を行った。筆者らは、調査対象の健康状態に関連するであろう要因として、

この調査項目の中から、当時（27歳～29歳）の就業状況に注目した。また、がんや循環器疾患の死

亡リスクとの関連を調べる目的で、当時の喫煙状況に注目した。そして、本調査対象におけるこれら

の情報を(財)ひかり協会から入手した。この中で被害者の就業状況は、①就労、②在宅（主婦を除く）、

③主婦、④在学、⑤訓練、⑥福祉施設入所、⑦入院、⑧その他、からの択一となっている。この情報

により、対象を、①の「就労者」と、それ以外の「非就労者」に再分類した。また、喫煙状況は、①

吸う、②以前吸っていたがやめた、③吸わない、からの択一となっており、この情報を①の「喫煙」

とそれ以外の「非喫煙または禁煙」に再分類した。再分類された情報を対象者のベースラインデータ

に加え、層別化解析を行った。有意水準５％で両側検定を行った。 

 本調査は、(財)ひかり協会からの委託により実施し、本稿の公表にあたっては(財)ひかり協会との合

意を得た。 

 

 

Ⅲ．結   果 

 

(1)死因の分布と各死因のリスク  



 

 対象者の観察開始時の平均年齢は 27・４歳、平均観察期間は 22.3年で総観察人年は 112481人年で

あった。211人の死亡を把握し、全死因による死亡率は 10万人年あたり平均 188（男 215、女 143）

であった。一般住民を基準とした全死因による死亡リスクは、男 1.2倍（P〈0.05）、女 1.5倍（P〈0.01）

となり、いずれも有意に高かった（表１）。 

 死因のうちで最も多かったのが悪性新生物（60人）で、Ｏ／Ｅ値は男女計で 1.1と一般住民の死亡

リスクとほぼ等しかった。悪性新生物で最も多かったのが肺がん（11人）、次いで胃がん（10人）

であった。肝がん死亡４人、膀胱がん死亡２人を認めた。腎がん、皮膚がんによる死亡者はみられな

かった。部位別にみた悪性新生物による死亡リスクは、男女とも一般住民との間に有意な差を認めな

かった。 

 悪性新生物に次いで多かったのが損傷および中毒（59人）で、Ｏ／Ｅ値は男女計で 1.4と有意に高

かった（P〈0.05）。その中で、交通事故死のリスクが有意に高かった（Ｏ／Ｅ＝2.0、P〈0.05）。 

 損傷および中毒に次いで多かった死因は循環器系の疾患（45人）で、その内訳は、急性心不全で

その他の死因情報のない者 12人、心不全でその他の死因情報のない者 10人、心筋梗塞４人、高血圧

性心疾患による心不全１人、心のう炎１人、拡張型心筋症１人、不整脈１人、脳出血７人、くも膜下

出血４人、脳梗塞３人、肺血栓１人であった。循環器疾患死亡リスクは男女計で有意に高かった（Ｏ

／Ｅ＝1.4、P〈0.05）（表１）。 

 神経系および感覚器系の疾患による死亡数は男女計で 11人認め、その内訳はてんかん発作による

窒息４人、脳性麻痺による呼吸および循環不全２人、てんかん発作による転倒に起因する頭蓋内出血

１人、脳性麻痺に起因する心不全１人、筋萎縮性側索硬化症１人、筋ジストロフィーによる心不全１

人、ＤＵＣＨＥＮＮＥ型ジストロフィー１人であり、男女とも有意に高い死亡リスクを認めた。表１

の死因別集計に計上されていない 11人の死因別内訳は、原発性血小板減少症１人、急性腎不全１人、

慢性腎不全１人、妊娠・分娩に続発する合併症１人、頓死１人、および死亡診断書の入手ができなか

った原因不明の病死６人であった。 

 

  



（２）経過期間別の死亡リスク 

 

 観察開始からの経過期間を４期に分けてＯ／Ｅ値を求めた（表２）。全死因のＯ／Ｅ値は０－４年

では 2.1、５－９年では 1.8と、ともに有意に高かったが、10年以上経過すると、10－14年で 1.2、15

年以上で 1.1と減少した。神経系および感覚器系、循環器系、のＯ／Ｅ値は、観察期間によって有意

に高くなる時期が存在したことを認めた。 

 

 

（３）就労、非就労別にみた死亡リスク 

 

 

 男性3133人のうち、観察開始直後（1982年～1984年）の就業情報が得られていたのは3084人（98％）

であった。このうち非就労者の割合は 11.4％（352人）であった。男性の非就労者では、全死亡のリ

スクが一般住民の 3.3倍と有意に高く（P〈0.01）、また、神経系及び感覚器系、循環器系、呼吸器系

および損傷および中毒による死亡リスクも有意に高かった。これに対し、男性の就労者の全死亡リス

クは、一般住民の 0.9倍になり、有意差はなく、また、死因別にみても有意差はみられなかった（表

３）。 

 女性 1931人のうち、この時点の就業情報が得られていたのは 1913人（99％）であった。このうち、

非就労者の割合は 74％（1424人）であり、これら非就労者の全死亡リスクは、一般住民の 1.4倍であ

ったが、有意差を認めなかった。神経系及び感覚器系（Ｏ／Ｅ＝8.5）では有意に高かった。女性の就

労者では、循環器疾患のＯ／Ｅ値が有意に高かった（表３）。 

 男性の非就労者では、観察開始から 10年以上経過しても、なお全死亡リスクが有意に高値を示し

ていた（10－14年：Ｏ／Ｅ＝3.9、15年以上：Ｏ／Ｅ＝2.3）（表４）。一方、女性では就労者の全死

亡リスクは、観察開始から 15年以上で有意に高く（Ｏ／Ｅ＝2.1）、非就労者では０－４年で有意に

高かった（Ｏ／Ｅ＝2.4）。 

 

 

（４）喫煙状況の影響 

 



 

 観察開始直後（1982年～1984年）の喫煙状況が得られていたのは、男性 3022人（96％）、女性

1896人（98％）であった。男性の喫煙者では肺がんによる死亡リスクが一般住民に比べて有意に高

かった（Ｏ／Ｅ＝2.6、P〈0.05）。また、男性の非喫煙または禁煙者では、神経系及び感覚器系疾患

による死亡リスクが有意に高かった（Ｏ／Ｅ＝8.7、P〈0.01）（表５）。女性の喫煙状況別の集計で

は、有意に高いＯ／Ｅ値を示す死因はみられなかった。 

 

 

 

Ⅳ．考   察 

 

 

 砒素化合物の経口摂取による慢性の健康影響については、地下水に混入した砒素化合物を、井戸水

等を介して長期間にわたって摂取した地域住民を対象に行われた調査結果がある。このうち発癌に関

する評価は、台湾５～９）、チリ 10）、アルゼンチン 11，12）、日本 13）、英国 14）、米国 15）

から報告されている。研究方法別には、飲料水の砒素濃度別に地域間での疾病量を比較したエコロジ

カル研究や５～７，９～12）、コホート研究８，13，14）および症例対照研究 15）がある。砒素化

合物の長期経口摂取により、皮膚５～７，11，12）、肺５～８，10～13）、膀胱５～15）、腎５～７，

９）、肝５～７，11～13）でのリスクが有意に高くなることが報告されている。癌以外では、角化症

などの皮膚症状の他に、虚血性心疾患 16）、脳卒中 17）のリスクが高くなるとの報告もある。また、

長期の経口摂取により呼吸機能や免疫機能へ影響すること、末梢神経障害を生じる可能性があること

が示唆されている 18）。 

 西田らが 1970年に報告した、被害児のうち愁訴を有していた 47人の調査結果によると、問題とさ

れる粉ミルクの製造期間の製品を飲用していた期間は、１ヶ月７人、２ヶ月７人、３ヶ月９人、４ヶ

月９人、不明 15人であった 19）。本調査では、対象者の経口摂取した砒素化合物の種類と量、摂取

期間などが不明であり、また、対象者は乳幼児期の短い期間に粉ミルクを介した曝露を受けたという、

他に例のない特異性を有している。このため、前述の先行研究が示す砒素の長期曝露による慢性影響

 



の結果と、本調査の結果を直接比較することはできないが、他に類似した事例が存在しないため、乳

幼児期に受けた砒素中毒による後遺症の長期的影響を考察する上で、参考にせざるを得ないと考えて

いる。 

 対象者の全死因の死亡リスクは、大阪府一般住民と比較して、男 1.2倍、女 1.5倍といずれも有意

に高くなっていた（表１）。しかし全死因のＯ/Ｅ値を観察期間別にみると（表２）、観察開始から

４年以内（男女計）で 2.1と最も高く、５－９年で 1.8、10－14年で 1.2、15年以上で 1.1と減少し、

対象者の平均年齢が 37歳を過ぎた 10年以上の経過期間では、一般住民での死亡率との差はほぼ消失

した。このことから対象者が中年期にさしかかったあたりから、ようやく生命予後が同世代の集団と

同じレベルにまで低下したことが示された。他方、大阪疫学研究会は 1985年に予備調査として、被

害者 11870人の 1962年（被害者が７歳相当）から 1981年（被害者が 26歳相当）までの間の全死因

の累積死亡リスクを、(財)ひかり協会が把握した死亡情報を元に推計し、これを同世代の一般住民の

それと比較した 20）。この報告においても、観察開始当初の学童期でのＯ／Ｅ値が最も高く、経過

期間が長くなるにつれてＯ／Ｅ値は低下する傾向が見られていた 20）。この報告と、本調査におけ

るＯ／Ｅ値の継時的変化の傾向から考えて、今回の観察を開始する以前の若年期での被害者の死亡リ

スク比は、今回の観察開始当初に認められた死亡リスク比を上回っていたものと推察した。 

 表１の男女計欄のＯ／Ｅ値により、死因別の死亡リスクを見ていくと、神経系および感覚器系の疾

患が 5.4倍（P〈0.01）、損傷および中毒が 1.4倍（P〈0.05）、交通事故が 2.0倍（P〈0.05）、循環器

系の疾患が１・４倍（P〈0.05）と有意に高くなった。神経系および感覚器系の死亡者 11人の死因を

みると、脳性麻痺に起因するものが３人、てんかん発作に起因するものが５人いた。この８人の死亡

者は、西田らの有愁訴被害児 47人中 11人に中枢神経障害を認めたという報告結果 19）、およびて

んかん症による被害児の剖検所見から見た病因論的考察 21）とを合わせて考えると、砒素による中

枢神経障害の後遺症がもたらした死亡例である可能性が高いと推察した。大平、青山らは 1971年に

広島県安芸郡において、同地域に居住する 1954年～55年生まれの 115人に対して検診を実施し、森

永ひ素ミルク飲用歴のある 34人、他の会社の粉ミルクの飲用歴のある 26人、母乳のみで育てられた



53人の３群に分けて盲検法で結果を比較した３）。この報告では砒素ミルク群は、他の２群に比べ

て、骨年齢が暦年齢に比べて低い者の割合が高く、視野狭窄、黄斑部変性などの眼底の有所見や、脳

波異常所見を示した者の割合が高かったことが示された。一方、３群間で妊娠時の胎児の発育および

砒素ミルクを飲用する前の乳児期の発育には差がなかったことを報告している３）。このことから、

砒素ミルクの飲用が誘因となってこれらの有所見を呈した者が、砒素ミルク群の中にいたものと推定

された３）。この報告と本調査結果とから、砒素中毒による感覚器障害の後遺症の有無や程度と、中

年期以後の交通事故死亡率および交通事故の詳しい内容との関係について、さらに詳しく調べる必要

があると考える。 

 観察開始直後の 1982年～84年に把握した就業状況は、特に男性の対象者においては、当時の健康

状態や日常生活動作の程度を強く反映していることが推測できる。男性の非就労者では、神経系およ

び感覚器、循環器、呼吸器の死亡リスクが有意に高かった。一方、観察開始直後に就労状態にあった

者は男性の 89％を占めていたが、これらの者ではいずれの死因によるリスクも、一般住民と比べて

差を認めなかった。これらのことから、男性被害者の中で砒素中毒の後遺症を残した者の中に、成人

になって就業できず、その後、後遺症が誘因となって病死した者がいたと推察した。また、砒素化合

物の経口摂取に関する先行の疫学研究成績から類推して、男性非就労者でみられた循環器疾患 16、

17）および呼吸器疾患 18）の高い死亡リスクにも、砒素中毒が誘因になっていた可能性が否定でき

ない。さらに、男性の非就業者では交通事故や自殺を含む外因死のリスクが一般の 3.4倍と有意に高

いこと、観察期間が 15年を過ぎてもなお全死亡リスクが一般の 2.3倍と有意に高いことから、身体面、

心理面、社会面での継続的な支援活動が必要と思われた。これに対し女性の対象者では、観察開始直

後の時点で非就労であった者が 74％を占めたが、これは当時が結婚や育児の時期にあたっていた者

が多かったためと推測する。しかし、非就労の女性に見られた高い神経系および感覚器疾患死亡リス

クは、男性の場合と同様に、砒素中毒の後遺症によるものであることを示唆していると考えた。 

 全悪性新生物の死亡リスクは、男女とも一般住民と比べて有意な差を認めなかった。砒素の長期に

わたる経口摂取が発癌に関与すると報告のあった皮膚、肺、膀胱、腎、肝の各部位についても同様で



あった。ただし、観察開始直後に喫煙したと答えた男性に限ると、肺がんによる死亡リスクが一般の

2.6倍と有意に高く、現在でも喫煙中の被害者については、早急に禁煙の必要性を伝えることが重要

であると考える。なお、発癌リスクの評価については、死亡よりも罹患で行うことが望ましく、さら

に一般住民での発癌年齢に相当する 50歳代以後に、砒素による影響が出現しないか、観察を続ける

必要がある。また、本調査対象の男性では非就労者は就労者に比べて喫煙習慣が「非喫煙または禁煙」

の者の割合が比較的高かった。このため、非就労者において高かった神経系および感覚器の死亡リス

クは、結果的に「非喫煙または禁煙」の者においても見られたが、非喫煙または禁煙と神経系および

感覚器の死亡との間に因果関係があるとは生物学的には考えられない。 

 本調査の方法上の限界は、第１に、調査対象が受けた砒素化合物の種類と曝露量が不明であること

である。このため、曝露量と疾病量との量反応関係を検討することができず、そのため今回得られた

死亡リスクの持つ意味は、乳幼児期の砒素の経口摂取による後遺症と死因との関係を普遍化するもの

ではなく、この集団において、どの程度死亡リスクが一般住民に比べて増大したかという実態を明ら

かにしたものに止まる。 

 第２に、著者らは(財)ひかり協会の救済事業の対象者である被害者 8114人の中から、1982年４月

１日時点および観察途中で同協会からの連絡を希望しなくなった 2766人を、予後把握の困難さを理

由に調査対象から除外した。このことが被害者からの調査対象の代表性にどう影響したかが問題とな

る。大阪疫学研究会が 1985年に集計した 1982年～84年のコホート調査結果によると、事件発生当

初に被害認定を受けた男性被害者の全死因の標準化死亡比は 1.26（3307人中７人）であるのに対し、

同協会が 1975年に開始した未確認飲用認定作業により認定を受けた男性被害者の全死因の標準化死

亡比は 3.85（467人中３人）であった（未発表データ）。このことから、同協会により認定を受けた

被害者の方が、事件発生当初に被害認定を受けた者に比べて死亡リスクが高いことが推測されてい

た。同協会により認定を受けた被害者の占める割合は、1982年４月１日時点で同協会と常時連絡の

取れる関係にあった 6389人では 12.4％（793人）であったが、その関係になかった 1725人では 5.2％

（90人）に止まり、前者で高かった（(財)ひかり協会内部資料）。以上から、(財)ひかり協会と常時



連絡の取れる被害者に調査対象を限ったことは、全死亡リスクを幾分押し上げたと推察する。 

 第３に、死因の把握は遺族からの死亡診断書の提出によったが、死亡診断書が提出されず、病死の

事実のみ確認し得た者が６例あった。これにより死因別死亡リスクの過小評価を起こした可能性があ

る。第４に、死因には心不全とのみ記載され、原疾患などの記載情報のない者が 22例と、全死亡数

の 10％を占めていた。このことは、循環器死亡リスクの過大評価と、他の死因のリスクの過小評価

を起こした可能性がある。第５に、本調査では大阪府の死亡率を基準にして調査対象の期待死亡数を

算出したが、大阪府の 1990年の年齢調整死亡率は、全国を 100とした場合、男性 110.3、女性 110.6

と高く、被害者が多く居住する近畿２府４県と岡山県の中でも一番高い 22）。 

 このことにより、死亡リスクの過小評価を起こした可能性がある。 

 本調査から(財)ひかり協会の救済事業対象者の 20歳代後半から約 20年の間の死亡リスクおよび死

因の特徴が明らかになった。全体としては 30歳代後半以後になると対象者の予後は、同世代の一般

住民のそれとほぼ同じ程度まで低くなっていた。しかし、一部の属性を有する被害者では、一般住民

に比べて高い死亡リスクが、この間も続いていた。今回の結果を基盤として、被害者が 50歳を過ぎ

ようとしている現時点で今後どのような保健・医療面での救済事業が適切であるかの検討が、関係者

によってなされることを期待する。 
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